
https://e-

tmnf.jp/webapp/form/16572_kny_1/i

ndex.do?code=29222518

ブリヂストングループの皆様へ

※ブリヂストングループの団体扱割引27.5％は保険期間の始期日が平成29年3月1日～平成31年2月28日の契約に適用さ
れます。割引率は団体の損害率等により毎年見直されます。

※他の保険会社、全労済、JA共済等からのノンフリート等級（事故有無別の割増引率）継承を行います。ただし、一部の
共済を除きます。

※同居のご親族が所有するお車も富士フイルムグループの方がご契約する場合には団体扱割引の対象となります。

配偶者のお車 同居のご親族のお車 別居の扶養親族様のお車

ブリヂストングループの団体扱なら

無事故割引適用後さらに保険料が 27.5％ 割引!!

すべて団体扱割引の対象です！

東京海上日動以外の自動車保険*1をご契約のお客様で、アンケート（裏面）をご提出いただいたお客様。または、当社所定の方法で
見積もり予約を実施いただいたお客様。

キャンペーン期間中に保険始期日がある東京海上日動の自動車保険*1を新規*2でご契約いただいたお客様（自動エントリー）。

レンタカー費用補償に関する特約*3、または、自転車傷害補償特約（一時金払）のいずれかをご契約で当選確率２倍!



２０１７年１０月１日（日）～２０１８年３月３１日（土）
第１回抽選期間：２０１７年１０月１日（日）～１２月３１日（日） 第２回抽選期間：２０１８年１月１日（月）～３月３１日（土）

【もれなくもらえるオリジナルフレーム切手賞】
●応募用アンケートに記載いただいたご住所または見積もり予約時に登録いただいたご住所へ順次発送いたします（最大３
か月程度お待ちいただく場合があります）。
●先着２０万名様までとさせていただきます。
【夢が広がるプレゼント賞】
●各抽選期間終了後の翌々月までに、応募者の中から抽選を行います。
●当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
【東京海上日動東京２０２０オリンピック・パラリンピック直前キャンペーン】
●２０２０年初頭に、対象者の中から抽選を行います。
●当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
【共通】
●賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。
●当選の権利はご本人様に限ります。換金・譲渡はできません。
●抽選結果に関するお問い合わせはお受けしかねますので、ご了承ください。
●当選者の住所・転居先不明などにより賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。

●複数の自動車保険について応募用アンケートをご提出（見積もり予約）いただいた場合は、台数分の応募となります。
【夢が広がるプレゼント賞】
●A賞は、保険料が1,500円以上のご契約に限ります。
【東京海上日動東京２０２０オリンピック・パラリンピック直前キャンペーン】
本キャンペーンの賞品や応募上の規約等については、変更される場合があります。詳細は後日東京海上日動のホーム
ページでご案内してまいります。
＜賞品について＞
●賞品の当選者へのお渡しや権利、注意事項等については、別途当社よりご案内させていただきます。
●当社からご提供する賞品の価格については、現在、確定しておりません。万が一、その価格が景品表示法に基づく算定
基準等の理由で上限を超えた場合は、超えた部分の額を当選者にご負担いただく可能性があります。予めご了承ください。
●ご当選後、インターネットオークション等で賞品の権利が譲渡された場合は、如何なる理由があっても本賞品の当選を無
効とさせていただきます。予めご了承ください。
●東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会が不測の事態で開催されない場合には、本キャンペーンについても中止とさ
せていただきます。
●実施会場までの往復交通費･宿泊費等は、すべて当選者のご負担等となりますので、予めご了承ください。また中止･延
期等の場合、当選者ご負担の費用は補償いたしません。
【共通】
●賞品の仕様や当選者数は予告なく変更となる可能性がございます。
●応募者は日本国内在住の個人および法人に限らせていただきます。
●いずれかの賞の当選者は、当社や当社代理店が行う他の懸賞キャンペーンに重複して当選できない場合がございます
ので、あらかじめご了承ください。

【団体扱の対象となる方】

【団体扱に関するご注意】

退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係の変更等により系列会社でなくなった場合、「保険料の集金に関する契約書」に定められた契約者の
人数に不足する場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

ブリヂストンビジネスサービス株式会社

ご契約者はブリヂストングループに勤務し、ブリヂストングループから毎月給与の支払いを受けている方（在籍出向者、職域労働組合または職域共済組織の事業に
従事している方を含みます。）、退職派遣者および退職者に限ります。記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）および車両所有者は、ご契約者の配偶者*1、
ご契約者またはその配偶者*1の同居の親族、ご契約者またはその配偶者*1の別居の扶養親族のいずれかの場合も、ご契約いただけます。
*1 配偶者の定義についての詳細は、「重要事項説明書」をご確認いただくか、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

【もれなくもらえるオリジナルフレーム切手賞】
●ご契約情報１件につき、１セットのみの送付とさせていただきます（過去にご提出いただいているご契約情報に
ついては、応募対象外とさせていただきます）。

当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、ホームページ記載の「個人情報のお取り扱いについて」
（http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/policy/index.html）に則って取扱い、当社の保険・金融商品等の各種商
品・サービスのご提供・ご案内以外の目的には利用いたしません。
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レンタカー費用等選べる特約は「レンタカー費用等補償特約」、車両搬送・レンタカー費用等補償特約（１５日）は「車両搬送費用およびレンタカー費用等補償特約」、レン
タカー費用等補償特約（事故時３０日）は「レンタカー費用の補償日数等に関する特約（事故時３０日程度）」、レンタカー費用等不担保特約は「レンタカー費用等不担保特約
（車両搬送費用のみ補償）」、車両搬送・レンタカー費用等不担保特約は「車両搬送費用およびレンタカー費用等補償特約の不適用に関する特約」、自転車傷害補償特約
（一時金払）は「自転車傷害補償特約（一時金払）および基本条項特約（傷害）」のペットネームです。
ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。


